


別紙新旧条文対照表

日本触媒健康保険組合の規約の一部を次の表のように改正する。
（傍線部分は改正部分）

改正後
（設立事業所の名称及び所在地）
第４条 (削除)

 （削除）

この組合の設立事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

 （略）   株式会社日本触媒 大阪本社 大阪府大阪市中央区
吹田地区研究所 大阪府吹田市
姫路製造所 兵庫県姫路市網干区
川崎製造所 神奈川県川崎市川崎区
東京本社 東京都千代田区

  日本触媒健康保険組合 大阪府吹田市
  日本触媒労働組合 大阪府大阪市⻄区
  日触テクノファインケミカル株式会社 千葉県市川市
  日宝化学株式会社 本社 東京都中央区

千町工場 千葉県いすみ市
  東京ファインケミカル株式会社 神奈川県横須賀市
  日本ポリマー工業株式会社 兵庫県姫路市網干区
  有限会社エヌ・エス・グリーン 兵庫県姫路市網干区
  株式会社エヌエス保険サービス 大阪府大阪市中央区
  株式会社日触エンジニアリングサービ 兵庫県姫路市網干区
  中国化工株式会社 岡山県倉敷市
  日触物流株式会社 大阪府大阪市中央区

第７章 公  告
（公告の方法）
第６６条 （略）
第５条 （略）

第６条 （略）

（議員の任期）
第７条 （略）
２. 前項の任期は、選定又は総選挙の日から起算する。
ただし、選定又は総選挙の日が前任者の任期満了前である時は、前任者の任期満了の日の翌
日から起算する。
 （略）

（互選議員の選挙方法）
第８条 （略）
２ 前項の投票は、１人につき１票とする。

第９条 （略）

第１０条 （略）

第１１条 投票の結果、各選挙区において最多数の投票を得た者から順次定数に達するまで
の者を当選人とする。
（略）
２．前項の規定にかかわらず、第８条第１項ただし書の規定により投票を行わない場合にお
いては、当該議員候補者をもって当選人とする。

第１２条 （略）

第１３条 （略）

第１４条 （略）

第１５条 （略）

第１６条 （略）

第１７条 （略）

第１８条 （略）

第１９条 （略）

第２０条 （略）

第２１条 （略）

第２２条 （略）

第２３条 （略）

第２４条 （略）

第２５条 （略）

第２６条 （略）

第２７条 （略）

第１４条 （略）

改正前
（組合員の範囲）
第４条 この組合は、全国に所在する次に掲げる事業所の事業主及びその事業所に使用され
る被保険者(その資格を喪失し、法第20条の規定により、この組合の被保険者の資格を取得し
た被保険者を含む)を組合員の範囲とする。
(1) 組合の設立事業所との間で、証券取引法の規定に基づき定められている、財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則第８条第３項又は第５項に規定する「親会社」、「子会
社」又は「関係会社」と同様な関係にある事業所
(2) 設立事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

（新設）
（公告の方法）
第５条 （略）
第６条 （略）

第７条 （略）

（議員の任期）
第８条 （略）
２. 前項の任期は、選定又は総選挙の日から起算する。
 （新設）

 （略）

（互選議員の選挙方法）
第９条 （略）
 （新設）

第１０条 （略）

第１１条 （略）

第１２条 選挙の結果、各選挙区において最多数の投票を得た者をもって当選人とする。

（略）
２．前項の規定にかかわらず、第９条第１項ただし書の規定により投票を行わない場合にお
いては、当該議員候補者をもって当選人とする。

第１３条 （略）

第２６条 （略）

第１５条 （略）

第１６条 （略）

第１７条 （略）

第１８条 （略）

第１９条 （略）

第２０条 （略）

第２１条 （略）

第２２条 （略）

第２３条 （略）

第２４条 （略）

第２５条 （略）

第２７条 （略）

第２８条 （略）
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別紙新旧条文対照表

日本触媒健康保険組合の規約の一部を次の表のように改正する。
（傍線部分は改正部分）

改正後 改正前
（理事、理事⻑及び監事の選挙）
第２８条 理事、理事⻑及び監事は、無記名投票により選挙する。
ただし、候補者の数が選挙すべき理事、理事⻑及び監事の定数を超えない場合は、この限り
ではない。

第２９条 （略）

第３０条 （略）

第３１条 （略）

第３２条 （略）

第３３条 （略）

第３４条 （略）

第３５条 （略）

第３６条 （略）

第３７条 （略）

第３８条 （略）

第３９条 （略）

第４０条 （略）

第４１条 （略）

第４２条 （略）

第４章 組 合 員
（組合員の範囲）
第４３条 この組合は、第４条に掲げる事業所と(1)に掲げる事業所の事業主及びその事業
所に使用される被保険者（その資格を喪失し、法第３条第４項の規定により、この組合の被
保険者の資格を取得した被保険者（以下、法第３条第４項の規定による被保険者を「任意継
続被保険者」という。）を含む。）を組合員の範囲とする。
(1) 組合の設立事業所との間で、金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）の規定に基づ
き定められている財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省令
第５９号）第８条第３項又は第５項に規定する「親会社」、「子会社」又は「関係会社」と
同様な関係にある事業所

 （削除）
（標準報酬）
第４４条 （略）

第５章 事  業
（医療機関の指定）
第４５条 （略）

第６章 財務
（会計年度独立の原則）
第６０条 （略）

第８章 個人情報の保護
（個人情報保護の徹底）
第６７条 （略）

附則   

（施行期日）

この規約は、令和５年４月１日から施行する。

第３８条 （略）

（理事、理事⻑及び監事の選挙）
第２９条 理事、理事⻑及び監事は、無記名投票により選挙する。
ただし、候補者の数が選挙すべき議員の定数を超えない場合は、この限りではない。

第３０条 （略）

第３１条 （略）

第３２条 （略）

第３３条 （略）

第３４条 （略）

第３５条 （略）

第３６条 （略）

第３７条 （略）

第４章 事  業
（標準報酬）
第４４条 （略）

 （新設）
（医療機関の指定）
第４５条 （略）

第５章 財務
（会計年度独立の原則）
第６０条 （略）

第６章 個人情報の保護
（個人情報保護の徹底）
第６６条 （略）

第３９条 （略）

第４０条 （略）

第４１条 （略）

第４２条 （略）

第４３条 （略）

 （新設）
 （新設）
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